
一
頁  

○
総
務
省
告
示
第
百
七
十
九
号 

 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
十
二
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
総
務

省
告
示
第
四
十
号
（
第
五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
の
普
及
の
た
め
の
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
電
波
法
及
び
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
三
号

）
の
一
部
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
四
月
十
四
日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
変
更
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
変
更
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



二
頁 

 

変 
 

更 
 

後 

変 
 

更 
 

前 
［
一
～
八 

略
］ 

九 

特
定
基
地
局
の
円
滑
な
開
設
の
推
進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項 

［
１
・
２ 

略
］ 

３ 

本
開
設
指
針
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
す
る
者
は
、
法
第
二
十
七
条
の
十
四
第
二
項
、
無
線
局

免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
。
以
下
「
免
許
規
則
」
と
い
う
。
）
第

二
十
五
条
の
四
第
三
項
及
び
別
表
第
一
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
開
設
計
画
を
、
総
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
４
～
10 

略
］ 

［
一
～
八 

同
上
］ 

九 

［
同
上
］ 

［
１
・
２ 

同
上
］ 

３ 

本
開
設
指
針
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
す
る
者
は
、
法
第
二
十
七
条
の
十
四
第
二
項
、
無
線
局

免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
。
以
下
「
免
許
規
則
」
と
い
う
。
）
第

二
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
別
表
第
一
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
開
設
計
画
を
、
総
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
４
～
10 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


